
山田・東児中学校 再編準備委員会 

第７回ＰＴＡ部会 会議次第 

 
日時：令和８年５月 15 日（金）全体会後 ～ 
場所：東児中学校 

 

１ 開  会 

 

２ 協  議 

  （１）新ＰＴＡ規程について 

 

３ そ の 他 

   次回開催予定時期  令和８年７月頃予定 

 

４ 閉  会 

    

 

※配布資料 

・資料１ 前回の協議結果 
・資料２ PTA 規程等の比較-新規程（案）



【資料１】前回の協議結果 【修正後】
山田中学校 東児中学校 新ＰＴＡ会則（案）

  第４章（会 員）
第５条 本会の会員は本校生徒の保護者および本校教職員とする。

  第３章（会 員）
第５条 本会の会員は次のとおりとする。
  １東児中学校生徒の保護者、またはこれに代わる者。
  ２東児中学校の教職員。
  ３本会の趣旨に賛同するもの。
  ただし、第３号に該当する者の入会は三役員の承認を
  必要とする。
第６条 本会の会員は、世帯につき、年額として一律2,000円
   の会費を納めること
   とする。
第７条 会員はすべて玉野ＰＴＡ連合会の会員となる。

 第●章 (会 員)
第●条 本会の会員は次のとおりとする。
   １ 玉野東中学校生徒の保護者、またはこれに代わる者。
   ２ 玉野東中学校の教職員。
   ３ 本会の趣旨に賛同するもの。
   ただし、第３号に該当する者の入会は代表役員の承認を必要とする。
第●条 会員はすべて玉野市ＰＴＡ連合会の会員となる。

  第８章（委 員）
第１９条 本会に委員をおく。委員は若干名として、各地区委員
    より選出するもののほか、役員以外の教師全員とする。
第２０条 委員は会長の委嘱により文化、体育、厚生、補導の４部
    に分かれる。
    （生徒数が８５人以下のときは、文化部と補導部をまとめ、
     文化・補導部とする。）
    （令和７年度より、体育部と厚生部をまとめ、体育・厚生
     部とする。）
    各部委員は互選により部長を選出する。各部の部長は実行
    委員となる。
第２１条 委員の任期は１か年として再選を妨げない。

  第７章（委員会）
第１７条 本会に、各学級・学年単位で行う活動を円滑にするため
    学級委員会を設け、会長が委嘱する。 
第１８条   学級委員会は主として次の活動を行う。 
        １ 各学級・学年単位で活動する事業に関すること。 
        ２ その他学校行事への協力援助に関すること。 
第１９条 本会は、特別な案件について必要と認めたときは、三役会
    にはかって特別委員会を設けることができる。特別委員会は、
    その任務が終了したとき解散する。

 第●章（委員会）
第●条 本会に、各学級・学年単位で行う活動を円滑にするため
   学級委員会を設け、代表役員が委嘱する。 
第●条   学級委員会は主として次の活動を行う。 
      １ 各学級・学年単位で活動する事業に関すること。 
      ２ その他学校行事への協力援助に関すること。 
第●条 本会は、特別な案件について必要と認めたときは、代表役員会
   にはかって特別委員会を設けることができる。特別委員会は、
   その任務が終了したとき解散する。

  第９章（会 議）
第２２条 会議は総会、委員総会、実行委員会、各部専門委員会
    とする。
第２３条 総会は定期総会および臨時総会とし、本会の最高決議
    機関である。
第２４条 実行委員会は役員および各部の部長によって構成され
    総会の決議事項に準ずる重要事項を審議し本会の運営に
    あたる。
第２５条 文化、体育、構成、補導の各専門委員会は、それぞれ
    の専門的事項について審議し運営にあたる。

  第６章（会 議）
第１２条   本会の会議は、総会、三役会（会長・副会長・書記）
    とし、その議決は出席者の過半数の同意によるものとする。 
第１３条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関で、
    会員の５分の１以上の出席がなければ成立しないものとする。 
第１４条   総会は定期総会および臨時総会とし、紙面開催とする。
    ただし、必要に応じて対面で開催する。定期総会は春季に
    開催する。臨時総会は三役会の必要と認めたとき、または、
    会員の３分の１以上の要求のあったとき開催する。 
第１５条   三役会は会長、副会長をもって構成する。 
第１６条   三役会 は総会に次ぐ議決機関で、次の業務を行う。 
    １  会長、副会長、会計監査委員の選出に関すること。 
    ２ 総会に提案する議案を審査調整すること。 
    ３ その他、本会の活動に必要な事項。

 第●章（会 議）
第●条 本会の会議は、総会、代表役員会とし、その議決は出席者
   の過半数の同意によるものとする。 
第●条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関で、
   会員の５分の１以上の出席がなければ成立しないものとする。 
第●条 総会は定期総会および臨時総会とし、書面開催とする。
   ただし、必要に応じて対面で開催する。定期総会は春季に
   開催する。臨時総会は代表役員会の必要と認めたとき、または、
   会員の３分の１以上の要求のあったとき開催する。 
第●条 代表役員会は総会に次ぐ議決機関で、次の業務を行う。 
  １ 総会に提案する議案を審査調整すること。 
  ２ その他、本会の活動に必要な事項。
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【資料２】各中学校 各種PTA規程の比較と新規程（案） 文面表示：山田中／東児中／共通項目

山田中学校 東児中学校 新ＰＴＡ規定（案）
旅費規定
（１）研修会や表彰式に参加するための旅費は、市内外を問わず、県費職員の
  旅費規程に準ずる。泊を伴う場合も同様である。
（２）駐車料金がかかった場合には、実費を支払うものとする。
  付則 １．行き先が県外には、参加について三役に図ることを原則とする。

ＰＴＡ研修費支給基準
 ＰＴＡ研修会に参加した場合，次の基準により研修費等を支給する。
 １ 参加費
  研修会参加時に徴収された参加費や資料代を実費支給する。※領収書の額面
 ２ 旅 費
  研修を伴う会に出席の場合のみ、県費職員の旅費規定に準じて支給する。
 ３ 駐車料金
  駐車料金は支給しない。

旅費規程
ＰＴＡ研修会に参加した場合，次の基準により研修費等を支給する。
 １ 参加費
  研修会参加時に徴収された参加費や資料代を実費支給する。※領収書の額面
 ２ 旅費
  研修会や表彰式に参加するための旅費は、市内外を問わず、県費職員の旅費
  規程に準ずる。泊を伴う場合も同様である。
 ３ 駐車料金
  駐車料金がかかった場合には、実費を支払うものとする。

慶弔規定
（１）生徒または会員が死亡した場合は花輪一対または弔慰金を贈り、代表者が
  会葬する。
（２）会員以外の死亡については、その都度役員で協議して決める。
（３）会員の家屋が非常災害を受けた場合は役員で協議して見舞い金を贈り慰問
  する。

ＰＴＡ慶弔規定
 １ 生徒が死亡した場合
  ① 役員代表者，当該学年委員が会葬する。
  ② 花輪一対または１０，０００円の香典料をお供えする。
 ２ 生徒の保護者（父母またはそれにかわる者）が死亡した場合
  ① 役員代表者，当該学年委員が会葬する。
  ② 花輪一対または１０，０００円の香典料をお供えする。
 ３ 教職員が死亡した場合
  ① 役員代表者，当該学年委員が会葬する。
  ② 花輪一対または１０，０００円の香典料をお供えする。
 ４ 教職員の配偶者・両親・子が死亡した場合
  ① 役員代表者が会葬する。但し遠隔地の場合弔電をもってかえることができる。
  ② ５，０００円の香典料をお供えする。
 ５ 教職員が転退職した場合
  ① ＰＴＡから在職年数に応じて記念品料を贈る。
  （一年目：２，０００円 二年目以降１，０００円の割合 ）
  ② 講師等もこれに準ずる。
 ６ 付則
  ① その他必要の生じた場合は会長・副会長の協議をもって適当な処置をとる
   ことができる。
  ② 本規定は総会の決議によって，改廃することができる。

ＰＴＡ慶弔規定
 １ 生徒が死亡した場合
  ① 役員代表者，当該学年委員が会葬する。
  ② 花輪一対または１０，０００円の香典料をお供えする。
 ２ 生徒の保護者（父母またはそれにかわる者）又は教職員が死亡した場合
  ① 役員代表者，当該学年委員が会葬する。
  ② 花輪一対または１０，０００円の香典料をお供えする。
 ３ 教職員の配偶者・両親・子が死亡した場合
  ① 役員代表者が会葬する。但し遠隔地の場合弔電をもってかえることができる。
  ② ５，０００円の香典料をお供えする。
 ４ 教職員が転退職した場合
  ① ＰＴＡから在職年数に応じて記念品料を贈る。
  （一年目：２，０００円 二年目以降１，０００円の割合 ）
  ② 講師等もこれに準ずる。
 ５ 会員の家屋が非常災害を受けた場合は役員で協議して見舞い金を贈り慰問
  する。
 ６ 付則
  ① その他必要の生じた場合は会長・副会長の協議をもって適当な処置をとる
   ことができる。
  ② 本規定は総会の決議によって，改廃することができる。

玉野市連合PTA役員選出規定
 １ 連P役員は、単P役員とする。
 ２ 連P役員の任期は２年であり、山田中学校単P役員からの派遣とするが、
  単P役員会等の運営には、参加しなくても良い。但し，単Pを兼任する場合
  には、この限りではない。
 ３ 連P役員は、負担軽減のため、新1年生から１名を選出する。
 ４ 連P役員は、新２年生、新１年生から１名を選出する。
 （注）２で、単P役員を兼務しない場合には、可能であれば、委員総会で
   決めた来年度の委員数を増やすか、もしくは、連P役員を選出した各部
   の委員数を減らさなければならないので、注意を要する。

ＰＴＡ事業費会計部活動に係る補助規定
 １ 大会参加費・運営費
  中体連主催の大会（市内大会・備前西地区大会・県大会以上の大会）において
  は、大会参加費・大会運営費一部負担金を全額補助する。
 ２ 大会参加バス代等
  中体連主催の大会（市内大会・備前西地区大会・県大会）においては、大会参
  加のためのバス代の４割を補助する。ただし、中国大会・全国大会等の補助に
  関しては、宿泊代補助も含め別途協議する。
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